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下
水
道
事
業
に
は
汚
水
事
業
と
雨
水
事
業

が
あ
り
ま
す
。
汚
水
事
業
で
は
、
住
民
の
皆

さ
ん
の
生
活
環
境
を
衛
生
的
に
保
つ
た
め
、

各
家
庭
か
ら
出
さ
れ
る
大
小
便
や
生
活
排
水

を
下
水
道
管
で
集
め
、
若
山
浄
化
セ
ン
タ
ー

で
き
れ
い
な
水
に
浄
化
し
て
い
ま
す
。
雨
水

事
業
で
は
、
大
雨
に
よ
る
道
路
の
浸
水
被
害

を
防
ぐ
た
め
、
雨
水
を
川
な
ど
に
流
す
た
め

の
下
水
道
管
を
整
備
し
て
い
ま
す
。

　
そ
の
ほ
か
、
市
街
地
以
外
の
地
域
で
は
、

住
民
の
皆
さ
ん
の
求
め
に
応
じ
て
、
各
家
庭

に
浄
化
槽
を
設
置
し
て
い
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
な
事
業
の
結
果
、
平
成
26
年
度

末
で
、
市
街
地
に
住
む
方
の
95
・
７
㌫
が
下

水
道
を
利
用
し
て
生
活
排
水
な
ど
を
排
出
で

き
る
環
境
に
あ
り
、
そ
の
う
ち
86
・
５
㌫
に

あ
た
る
１
万
９
千
989
戸
の
お
宅
が
、
実
際
に

下
水
道
を
利
用
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
市
街

地
以
外
の
地
域
で
は
、
62
戸
の
お
宅
が
、
市

の
設
置
す
る
浄
化
槽
を
利
用
し
て
い
ま
す
。

　
下
水
道
事
業
は
、
地
方
自
治
体
が
経
営
す

る
企
業
（
公
営
企
業
）
と
し
て
、
下
水
道
使

用
料
な
ど
事
業
に
伴
う
収
入
で
経
営
を
行
う

こ
と
（
独
立
採
算
）
を
基
本
に
、
雨
水
事
業

な
ど
の
使
用
料
で
賄
う
こ
と
が
な
じ
ま
な
い

経
費
に
つ
い
て
は
、
一
定
の
ル
ー
ル
に
基
づ

き
、
一
般
会
計
に
費
用
を
負
担
し
て
も
ら
う

こ
と
に
よ
り
経
営
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
市
の
下
水
道
事
業
会
計
は
、
企
業

と
し
て
の
経
営
成
績
や
財
務
状
況
を
明
ら
か

に
す
る
た
め
、
平
成
26
年
度
か
ら
企
業
会
計

の
ル
ー
ル
に
よ
り
経
理
し
て
い
ま
す
。

　　
収
益
的
収
支
で
は
、
下
水
道
管
や
浄
化
セ

ン
タ
ー
の
維
持
管
理
に
必
要
な
支
出
と
、
利

用
者
の
皆
さ
ん
か
ら
お
支
払
い
い
た
だ
く
使

用
料
な
ど
の
収
入
を
経
理
し
て
い
ま
す
。

　
平
成
26
年
度
の
収
益
的
収
支
の
決
算
（
消

費
税
除
く
）
は
、
収
入
が
18
億
４
千
299
万
３

千
円
、
支
出
が
18
億
４
千
193
万
円
で
、
純
損

益
は
106
万
３
千
円
の
黒
字
と
な
り
ま
し
た
。

　　
資
本
的
収
支
で
は
、
下
水
道
管
や
浄
化
セ

ン
タ
ー
設
備
機
器
の
新
設
や
取
り
替
え
な
ど

の
建
設
改
良
事
業
に
必
要
な
支
出
と
、
こ
れ

ら
を
行
う
た
め
に
金
融
機
関
な
ど
か
ら
借
り

入
れ
る
借
金
や
国
か
ら
交
付
さ
れ
る
補
助
金

な
ど
の
収
入
を
経
理
し
て
い
ま
す
。

　
平
成
26
年
度
の
建
設
改
良
事
業
と
し
て
は
、

中
央
町
地
区
や
若
山
町
地
区
で
雨
水
管
を
新

設
す
る
工
事
を
行
っ
た
ほ
か
、
若
山
浄
化
セ

ン
タ
ー
の
設
備
機
器
を
新
し
い
も
の
に
取
り

換
え
る
工
事
な
ど
を
行
い
ま
し
た
。
ま
た
、

市
街
地
以
外
の
地
域
で
は
、
住
民
の
求
め
に

応
じ
て
、
４
基
の
浄
化
槽
を
設
置
し
ま
し
た
。

　
こ
の
結
果
、
資
本
的
収
支
の
決
算
（
消
費

税
除
く
）
は
、
収
入
が
11
億
１
千
840
万
１
千

円
、
支
出
が
16
億
６
千
545
万
７
千
円
と
な
り
、

収
入
と
支
出
の
差
し
引
き
で
は
、
５
億
４
千

705
万
６
千
円
の
不
足
と
な
り
ま
し
た
。

　
一
方
、
収
益
的
収
支
で
は
、
現
金
の
支
出

を
必
要
と
し
な
い
経
費
（
減
価
償
却
費
な
ど

が
あ
る
た
め
、
現
金
の
余
剰
（
内
部
留
保
資

金
）
が
生
じ
て
お
り
ま
す
の
で
、
こ
れ
ら
資

本
的
収
支
の
不
足
額
に
つ
い
て
は
、
こ
の
内

部
留
保
資
金
で
補
填
し
ま
し
た
。
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収
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▲下水道が整備されていない地域の方のた
めに行う浄化槽の設置事業

▲平成26年度は、中央町地区と若山町地区
で雨水管を新設した

※詳細は、11ページの表１のとおり。

※詳細は、11ページの表２のとおり。

）

一般会計から
788,863

補助金・
負担金など
367,801

不足額
547,056

借入金
750,600

借入金の返済
1,117,335

建設改良費
548,122

減価償却費
1,004,002職員給与費

68,654

その他の収入
455,285

下水道収入
598,845

その他の支出
464,961

施設管理費
304,313

収入
1,842,993

1,841,930
支出

収入
1,118,401

1,665,457
支出

収益的収支

資本的収支

（単位：千円）

（単位：千円）

収支差し引き 1,063

ほ 

て
ん

固定資産

経
営
状
況

イ
ー
タ
ッ
ク
ス

奇数マイナンバー制度

下水道事業の決
算状況に関する
問い合わせは

下水道グループ

Eメール gesui@city.
noboribetsu.lg.jp

859052☎
884454

　
貸
借
対
照
表
は
、
あ
る
時
点
で
公
営
企
業

が
保
有
す
る
全
て
の
資
産
、
負
債
、
資
本
を

一
覧
と
し
て
示
し
、
企
業
の
財
政
状
態
を
明

ら
か
に
し
た
も
の
で
す
。
平
成
27
年
３
月
31

日
に
お
け
る
下
水
道
事
業
の
貸
借
対
照
表
は

表
３
の
と
お
り
で
す
。

　
ま
た
、
下
水
道
事
業
の
経
営
状
況
を
分
析

す
る
た
め
の
代
表
的
な
指
標
に
は
、
汚
水
処

理
原
価
と
経
費
回
収
率
が
あ
り
ま
す
。
こ
の

う
ち
、
汚
水
処
理
原
価
は
、
汚
水
１
立
方
㍍

の
処
理
に
要
し
た
費
用
を
表
し
、
低
け
れ
ば

低
い
ほ
ど
、
効
率
的
な
経
営
が
な
さ
れ
て
い

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
ま
た
、
経
費
回
収
率
は
、
汚
水
処
理
に
用

い
た
費
用
が
ど
の
程
度
使
用
料
収
入
で
賄
わ

れ
た
か
を
表
し
、
そ
の
比
率
が
高
け
れ
ば
高

い
ほ
ど
、
経
営
の
健
全
性
が
高
い
こ
と
に
な

り
ま
す
。

　
表
４
に
示
す
と
お
り
、
登
別
市
の
汚
水
処

理
原
価
は
道
内
他
市
に
比
べ
て
高
く
、
逆
に

経
費
回
収
率
は
低
い
傾
向
に
あ
る
こ
と
か
ら
、

汚
水
処
理
に
必
要
な
経
費
を
圧
縮
し
、
経
営

の
健
全
性
を
高
め
る
こ
と
が
課
題
と
な
っ
て

い
ま
す
。

項 目
固定資産 30,983,941 654,752

598,845
55,814

93
1,433,861
68,654
304,313

1,004,002
56,892

1,188,241
733,049
433,398
21,794
395,736
395,736

12,333

10,331,422
10,331,422

29,699,168
1,150,640
341,690
340,627
1,063

1,492,330
31,191,498

18,041,093

18,041,093

1,326,653

1,163,422

155,397
7,834

1,656
207,557
15,911
191,646

31,191,498

30,982,285

流動資産

固定負債
資産合計

負債合計

資本合計
負債資本合計

現金・預金
使用料の未収金

金融機関などからの借入金（１年以
上後に償還するもの）

無形固定資産（電話加入権）

資本剰余金
利益剰余金

繰延収益
資産の元手となった国庫補助金など

流動負債

資本金

剰余金

金融機関などからの借入金（１年以
内に償還するもの）

支出義務のある経費のうち未払金
引当金

金 額

有形固定資産（下水道管、浄化セン
ター建物・機器設備など）

項 目
営業収益 

▲779,109

13,396
▲12,333
1,063

営業費用

営業利益

利用者からの下水道使用料
一般会計からの負担金
その他

営業外収益
一般会計からの補助金
長期前受金戻入
その他

営業外費用

経常利益 
特別損失ほか 
期間純利益

借入金に係る利息の支払

給与支給のための経費
施設管理のための経費
減価償却費
その他

損 益収益／費用
（単位：千円） （単位：千円）

表１：収益的収支の決算状況

項 目
資本的収入

1,117,335
1,117,335
△ 547,056

1,118,401
750,600
750,600
33,823
33,614
209

333,978
194,276
139,702

1,665,457
548,122
331,652
206,991
9,479

資本的支出

収支不足額

企業債

負担金及び分担金
金融機関などからの借入金

利用者からの負担金など
一般会計からの負担金

補助金
国からの補助金
一般会計からの補助金

建設改良費
下水道管整備のための経費
浄化センター整備のための経費
浄化槽整備のための経費

企業債償還金
借入金の返済

金 額
（単位：千円）

表2：資本的収支の決算状況

表３：賃借対照表

項 目 登 別 市

汚水処理原価 

経費回収率

139.00

123.4

196.50 

91.5 

道内平均（※）
（単位：円、㌫）

表4：汚水処理原価と経費回収率の状況

※平成25年度決算における、道内の地方公営企業法適用19市の平均。
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